
 令和 ４ 年 ９ 月 ５ 日提出   

 

   市道の認定について 

 

 市道を次のように認定する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

議案番号 路 線 名 
起      点 重要な 

経過地 終      点 

議第１６９号 
東野１丁目 

第５号線 

東区東野１丁目１３２７番１１ 地先 
 

東区東野１丁目１４番２３ 地先 

議第１７０号 
重富 

 第５９号線

東区画図町大字重富２７１番３ 地先 
 

東区画図町大字重富２７１番１３ 地先 

議第１７１号 
所島 

 第２７号線

東区画図町大字所島４４５番１ 地先 
 

東区画図町大字所島４４０番２０ 地先 

議第１７２号 

御幸木部３丁

目 

第９号線 

南区御幸木部３丁目１１３６番１６ 地先 
 

南区御幸木部３丁目１１３６番５ 地先 

議第１７３号 
薄場２丁目 

 第５号線 

南区薄場２丁目６６０番４６ 地先 
 

南区薄場２丁目６６０番５２ 地先 

議第１７４号 
中原町 

 第４６号線

西区中原町６４４番１５ 地先 
 

西区中原町６４４番９ 地先 

議第１７５号 
小山４丁目 

 第１４号線

東区小山４丁目１２９７番９ 地先 
 

東区小山４丁目１３１５番 地先 

議第１７６号 
戸島西３丁目 

 第１０号線

東区戸島西３丁目３３８７番８ 地先 
 

東区戸島西３丁目３３８７番５ 地先 

議第１７７号 
飛田４丁目八

景水谷１丁目

第１号線 

北区飛田４丁目８２番５ 地先 
 

北区八景水谷１丁目１１８２番３ 地先 

議第１７８号 
大町 

 第１４号線 

南区富合町大町９２８番５ 地先 
 

南区富合町大町９５５番１ 地先 
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議案番号 路 線 名 
起      点 重要な 

経過地 終      点 

議第１７９号 
大町 

 第１６号線 

南区富合町大町９４１番１２ 地先 
 

南区富合町大町９４１番５ 地先 

議第１８０号 
南田尻 

 第１９号線 

南区富合町南田尻１６１番１８ 地先 
 

南区富合町南田尻１６１番１３ 地先 

議第１８１号 
藤山 

 第３４号線

南区城南町藤山４３０番２６ 地先 
 

南区城南町藤山４３０番３４ 地先 

議第１８２号 
舞原 

 第４９号線

南区城南町舞原２６６番８ 地先 
 

南区城南町舞原２６６番１１ 地先 

議第１８３号 
岩野 

 第３３号線

北区植木町岩野１２６７番１３ 地先 
 

北区植木町岩野１２８０番１６ 地先 

議第１８４号 
岩野 

 第３４号線

北区植木町岩野３１５番３１ 地先 
 

北区植木町岩野３１５番２３ 地先 

 

（提出理由） 

  次の事由に伴う市道認定について、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条

第２項の規定に基づき、市議会の議決を求める必要がある。 

  これが、この議案を提出する理由である。 

  (1) 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３９条の規定に基づく管理帰属 

(2) 地元要望 
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